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東大阪市営荒本住宅

計画敷地

▲家屋調査範囲

・周辺家屋調査の範囲は以下に示す範囲（計画敷地より 20ｍ）を目安とする。

・調査に際しては、敷地の形状、建築物の位置、工事用重機等の作業範囲、周辺の状況等を考慮するものとし、詳細は

事前に本市と協議のうえ決定するものとする。

資料5　周辺家屋調査範囲図
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